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平成２５年度 後期分授業料免除申請について（秋季入学－私費外国人留学生） 

 

平成２５年度後期分授業料免除の申請受付等を、次のとおり行います。 

１．対象者 

  学部または大学院に在学し、次の（１）または（２）のうち、いずれかに該当する者であること（ただ

し、科目等履修生、研究生等の非正規生は除く）。 

（１）経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者（ 

（２）平成２４年１０月以降に本人の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡

し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難

であると認められる者 

ただし、次のいずれかに該当する者については、選考の対象としません。 

   ①  平成２５年度後期分の授業料を既に納入している者 

②  申請書類の提出後、大学から別途書類の追加提出を求められたが、指定された期日までに提出しな

かった者 

 

２．申請書類 

  ①授業料免除申請書 

  ②平成２５年度後期分授業料免除申請提出書類チェック表 

③留学生生活調査書 

④私費外国人留学生生活実態調査票 

⑤登録原票記載事項証明書（旧外国人登録済証明書）または住民票 

・一緒に生活している者全員の分：住所地の区役所等で発行のもの 

・一人世帯の者は、外国人登録証明書カードまたは在留カードのコピーで可 

  ⑥在学証明書または学生証のコピー（一緒に生活している者が学生〈本人と小・中学校を除く〉の場合） 

  ⑦本人または日本で一緒に生活している者に定職、アルバイト等収入があれば金額を証明する書類 

（「アルバイトについての証明」【本学所定様式】、「給与支払証明書」【本学所定様式】、平成２４年分源

泉徴収票等、最近３～６か月の給与明細書のコピー等） 

  ⑧その他（申請時又は申請の後に、追加提出を指示された書類） 

⑨申請用紙は、学生サービス課で配布するとともに、本学ホームページに掲載していますので、各自で

プリントアウトして利用してください。 

本学ホームページ＞キャンパスライフ＞在学生向け最新情報＞平成２５年度後期分授業料免除、徴

収猶予の申請について（秋季入学） 

    http://www.kit.ac.jp/05/05_020000.html 

 

３．申請受付期間及び場所 

月  日 時  間 受 付 場 所 

１０月１日（火）～ 

１０月２日（水） 
13:00～17:00 

学生サービス課 

奨学支援係窓口 

 

 ※注 意 

① 授業料免除を申請した者は、選考結果の通知があるまでは、本学から納付依頼の文書が届いても、授

業料を納付しないでください。また、授業料の銀行引落しの申し込みをしている者は、選考結果の通
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知があるまでは、授業料相当額を銀行口座に入金しないでください。 

 ②申請者は、申請受付の際に、申請書及び証明書類に記載された事項（所得の内容、家族構成等）に関連 

した家庭の状況を、説明できるように準備しておいてください。 

 ③代理人による申請はできません。 

 ④申請書類提出後に、申請理由等を明らかにするために照会や書類の追加提出を指示することがあります 

ので、連絡を受けた場合は、速やかに学生サービス課に来室してください。 

 

４．面接等についての注意 

  ①授業料免除に係わる大学からの通知は、学生サービス課掲示板により行います。 

②初めて申請する者及び申請内容について確認が必要な人等に面接を行います。 

③面接の対象となった者の学生番号、面接の日時・場所は掲示によりお知らせしますので、くれぐれも 

見落としのないように注意してください。 

④面接を受けなかった者は、授業料免除申請の資格を失ったものとみなします。 

⑤面接日時の変更は、特別な場合を除いて認めません。（就職活動、アルバイト等の理由による場合でも

認めません。） 

 

５．選考結果の通知 

  平成２５年１２月６日（金）１０時（予定） 

  ・学生サービス課窓口にて、選考結果通知書をお渡ししますので、学生証を提示して受け取ってください。 

・不許可となった者は授業料の全額を、半額免除となった者は授業料の半額を、選考結果通知の日 

から２０日以内の指定する期日までに納入してください。 

 

                                ＜申請問合せ窓口＞  

学生サービス課奨学支援係 

℡075（724）7143 

 


